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子供たちが自立して活躍する「一億総活躍社会」「働き方改革」「地方創生」の実現

「次世代の学校」の創生に必要不可欠な教職員定数の戦略的充実「次世代の学校」の創生に必要不可欠な教職員定数の戦略的充実

「次世代の学校・地域」創生プラン（平成28年１月 文部科学大臣決定）の実現に向けて
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教員を
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多様なスタッフ

・・・・・・

学校の組織運営改革
（⇒チーム学校）

教員

校長

子供へのカウンセリング等に
基づくアドバイス
校内研修の実施 等

地域学校協働本部

授業等の学習指導
生活指導・保護者対応等

保護者・地域住民・企業・ＮＰＯ等

教員改革
（⇒資質向上）

ベテラン段階

養成・採用・研修を通じた
不断の資質向上

中堅段階

１～数年目

採用段階

養成段階

教員としての資質の
向上に関する「指標」

現職研修改革

採用段階の改革

養成段階の改革

・管理職研修の充実
・マネジメント力強化

・ミドルリーダー育成
・免許更新講習の充実

・チーム研修等の実施
・英語・ICT等の課題へ対応

・採用試験の共同作成
・特別免許状の活用

・インターンシップの導入
学校現場や教職を早期に体験

・教職課程の質向上

中教審答申③←教育再生実行会議第７次提言

「地域学校協働活動」の推進

・郷土学習 ・地域行事 ・学びによるまちづくり
・放課後子供教室 ・家庭教育支援活動 等

保護者

子供への個別カウンセリング
いじめ被害者の心のケア等

困窮家庭への福祉機関の紹介
保護者の就労支援に係る助言等

←都道府県が策定

←国が大綱的に提示「指標」の策定に
関する指針

中教審答申②←教育再生実行会議第７次提言 中教審答申①←教育再生実行会議第６次提言

学校運営協議会

地域からの学校改革・地域創生
（⇒地域と学校の連携・協働）

法改正済：学校教育法、地方教育行政法

法改正済：地方教育行政法

法改正済：社会教育法

校長の

リーダーシップの下
学校を運営

・学校運営の基本方針
・学校運営や教育活動 等

事務職員

校長のマネジメントを支える

※共同学校事務室により
学校の事務を効率化

地域の人々が学校と連携・協働して、
子供の成長を支え、地域を創生

地域学校協働活動推進員

・校長のリーダーシップを応援
・地域のニーズに応える学校づくり

法改正済：義務標準法等

⇒職務の
明確化

⇒努力義務化

連携・協働

法改正済：免許法、教員センター法、教特法
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平成27年12月の中教審答申（地域と学校の連携・協働）を受け、地域と学校が連携・協働し、幅広い地域住民や保護者等
の参画により地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を全国的に推進するため、社会教育法
を改正し、同活動に関する連携協力体制の整備や「地域学校協働活動推進員」に関する規定を整備。
これにより、幅広い地域住民等の協力を得て、社会総掛かりでの教育を実現し、地域を活性化。

＜地域学校協働活動のイメージ＞

地域学校

地域学校協働活動

○放課後等の学習活動
放課後、土曜日、休日
における学習、
スポーツ活動 等

○体験活動
社会奉仕体験活動、
自然体験活動、
職場体験活動 等

地域学校協働活動推進員

【地域と学校をつなぐコーディ
ネーターの役割】

・地域住民と学校との情報共有
・地域住民等への助言 等

校長教職員

学校運営協議会

委員：
保護者
地域学校協働活動推進員
地域住民 など

学校運営・その運営に必要な支
援に関する協議 等（地教行法を
改正）

○協働活動
地域人材育成、郷土学
習、協働防災訓練、学
習・部活動等支援、花壇
整備、登下校の見回り
等

※現在の学校支援本部等をベース
に学校と地域が組織的に連携・
協働する連携協力体制を構築

教育委員会

改正の概要

○地域住民等と学校との連携協力体制
の整備、普及啓発活動等の措置を講
じる。

○「地域学校協働活動推進員」を委嘱
できる。

地域連携の
中核を担う
教職員

ＰＴＡ

地域
住民

保護者

社会教
育施設
・団体

文化
団体

スポーツ
団体

企業・

ＮＰＯ
等

※ 想定される対象者
・地域コーディネーター／統括コーディネーター
やその経験者

・ＰＴＡ関係者・経験者
・退職教職員
・自治会・青年会等関係者
・公民館等社会教育施設関係者 等

地域学校協働活動の推進に関する社会教育法の改正について
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第五条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要

に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。

一～十二 （略）

十三 主として学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び

学齢生徒をいう。）に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その

他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励

に関すること。

十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動

の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。

十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施

設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励

に関すること。

十六～十九 （略）

２ 市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であつて地域住民そ

の他の関係者（以下この項及び第九条の七第二項において「地域住民等」という。）が学校と協

働して行うもの（以下「地域学校協働活動」という。）の機会を提供する事業を実施するに当たつ

ては、地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に

円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働

活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

社会教育法（昭和24年法律第207号、最終改正平成２９年法律第５号）抜粋
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第六条 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内に

おいて、前条第一項各号の事務（同項第三号の事務を除く。）を行うほか、次の事務を行う。

一～五（略）

２ 前条第二項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業

を実施する場合に準用する。

第九条の７ 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信

望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働

活動推進員を委嘱することができる。

２ 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に

協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地

域住民等に対する助言その他の援助を行う。

（参考）社会教育法改正に関するQ&A
社会教育法の改正に関して、下記ウェブサイトに各条文ごとに主なQ&Aを記載。今後随時更新。

http://manabi-mirai.mext.go.jp/kyodo/law.html#container
6
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地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン

本ガイドラインの位置づけ

○ 主に都道府県、市区町村の教育委員会が、それぞれの地域や
学校の特色を生かしつつ、地域学校協働活動を推進していく際
の参考の手引となるよう作成。

○ 地域学校協働本部や学校の関係者にも、地域学校協働活動を
推進する際の参考として活用いただくことを期待。

○ 本ガイドラインや参考事例集等も参考にしつつ、それぞれの
地域や学校の実情や特性、地域と学校の連携・協働の推進状況
や活動の発展段階を踏まえて、地域学校協働活動が一層推進さ
れるよう、積極的な取組を期待。

8

◆ ガイドラインの項目

１．地域学校協働活動及び地域学校協働本部
の概要

（１）これまでの経緯・背景等
（２）地域学校協働活動について
（３）地域学校協働本部について

３．地域学校協働本部の整備
（１）地域学校協働本部の立ち上げの支援
（２）活動場所の確保
（３）安全・安心な活動の推進
（４）学校運営協議会との効果的な連携

５．多様な活動の推進
（１）地域学校協働活動の基本的な考え方
（２）多様な活動の推進例

⇒ 先進事例を紹介
（３）幼稚園、高等学校、特別支援学校等

の特性を踏まえた取組の推進

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン

学校と地域でつくる学びの未来 検 索 参考URL http://manabi-mirai.mext.go.jp/

２．地域学校協働活動の推進に向けた基盤整備
（１）地域学校協働活動を推進する体制の整備
（２）学校・地域住民に対する情報提供・理解

の促進

４．コーディネート機能の強化
（１）地域学校協働活動推進員の確保・質の

向上
（２）統括的なコーディネート機能の強化
（３）地域学校協働活動推進員の連携の促進

６．継続的な活動の推進
（１）持続可能な地域学校協働活動に向けて
（２）継続的な地域住民の参加の推進
（３）社会教育の成果の活用



（１）これまでの経緯・背景等

◆ 地域における教育力の低下、家庭の孤立化などの課題や、学校を取り巻く
問題の複雑化・困難化に対して、社会総掛かりで対応することが求められてお
り、地域と学校がパートナーとして連携・協働するための組織的・継続的な仕
組みが必要不可欠。

◆ 今後、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、学校は地域との連
携・協働を一層進めていくことが重要であり、地域においても、学校と連携・
協働してより多くの地域住民等が子供たちの成長を支える活動に参画するため
の基盤を整備していくことが重要。

「社会に開かれた教育課程」の実現（抄）

③ 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等
を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指す
ところを社会と共有・連携しながら実現させること。

これからの教育課程の理念

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（中教審答申）

１．地域学校協働活動及び地域学校協働本部の概要

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.3～６
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② 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等
を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。

主体的・対話的で深い学びの実現（「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善）について（抄）
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（中教審答申）

カリキュラム・マネジメントの３つの側面（抄）

③ 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活用
しながら効果的に組み合わせること。

第10章 実施するために何が必要か～学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策～

３．社会との連携・協働を通じた学習指導要領等の実施
○ 学校がその目的を達成するためには、「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、家庭や
地域の人々とともに子供を育てていくという視点に立ち、地域と学校の連携・協働の下、
幅広い地域住民等とともに、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する活動（地
域学校協働活動）を進めながら、学校内外を通じた子供の生活の充実と活性化を図ること
が大切。



（２）地域学校協働活動について

◆ 「地域学校協働活動」とは、地域の高齢者、保護者、PTA、NPO、民間
企業、団体等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学び

や成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学

校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動。

◆ 地域学校協働活動は、子供たちの社会貢献意識、地域への愛着、コミュ

ニケーション力及び学力の向上、教員の地域・社会への理解の促進、地域の

教育力の向上、活動を通じた地域の課題解決や活性化など、子供、学校、地

域それぞれに対して様々な効果が期待できる。

１．地域学校協働活動及び地域学校協働本部の概要

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.6～10
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地域全体で未来を担う子供たちの成長を支える仕組み （活動概念図）

家庭教育学校教育

教育
ＮＰＯ

民間
教育
事業者

ＰＴＡ

文化
団体

企業・経
済団体

地域の
青少年

地域の
高齢者

福祉関係
機関・団
体

大学等

★より多くの、より幅広い層の地域住民、団体等が参画し、目標を共有し、「緩やかなネットワーク」を形成

◎ 次代を担う子供に対して、どのような資質を育むのかという目標を共有し、地域社会と学校が協働。

◎ 従来の地縁団体だけではない、新しいつながりによる地域の教育力の向上・充実は、地域課題解決等に向けた連携・協働につながり、
持続可能な地域社会の源となる。

社会教
育関係
団体

研究
機関

ｽﾎﾟｰﾂ
団体

地域の
成人

労働関係
機関・団
体

土曜日・
放課後活
動

まちづ
くり

子供

地域
活動

学校
支援

子供の
学習
支援

家庭教
育支援
活動

社会教育
地域学校
協働活動

※公民館等の
活動を含む

：活動

：地域住民、団体等

活動に応じて
連携・協働

警察・
消防等
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◆実際に本部事業に参加してみて、子供たちが地域住民と交流す
ることにより，様々な体験や経験の場が増え、コミュニケーショ
ン能力の向上につながった。

子供たちへの効果

◆実際に本部事業に参加してみて、子供たちが地域住民と 交流
することにより、様々な体験や経験の場が増え、地域への理解・
関心が深まった。

39.2% 49.5% 9.5%
1.2%

0.1%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

約８９%

46.9% 42.9% 8.2%
1.4%

0.1%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

約９０%

とてもそう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答

（「平成27年度地域学校協働活動の実施状況アンケート調査」文部科学省・国立教育政策研究所。上記は学校を対象とする調査結果。）

（平成25年度全国学力・学習状況調査
（きめ細かい調査）の結果を活用した
学力に影響を与える要因分析に関する
調査研究 国立大学お茶の水女子大学
平成26年3月）

◆ 保護者や地域住民の学校支援ボランティア活動が進んでいる学校ほど学力が高い。

「地域には、ボランティアで

学校を支援するなど、地域の

子供たちの教育に関わってく

れる人が多いと思うか」への

回答と学力テストの正答率

そう思う そう思わない
78.2

69.8
72.4

62.5
60

65

70

75

80

中3 国語A 中3 国語B

（正答率）

64.5

51.7
57.3

44.1
40

45

50

55

60

65

小6 国語A 小6 国語B

（正答率）

78.6

60.8

72.2

52.8
50

60

70

80

小6 算数A 小6 算数B

（正答率）

66.4

44.4

58.2

35.8
30

40

50

60

70

中3 数学A 中3 数学B

（正答率）

地域学校協働活動による効果（子供） P.8
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とてもそう思う

27.3%

ややそう思う

42.8%

どちらともいえない

24.1%

あまりそう思わない

5.0%

全くそう思わない

0.4%
無回答

0.4%

地域住民が学校を支援することにより、教員が授業や
生徒指導などにより力を注ぐことができた

（「平成27年度地域学校協働活動の実施状況アンケート調査」文部科学省・国立教育政策研究所。上記は学校を対象とする調査結果。）

地域学校協働活動による効果（学校） P.9

14



そう思う どちらかといえば、そう思う どちらかといえば、そう思わない そう思わない その他、無回答

53.2 

45.5 

43.5 

49.4 

2.1 

3.1 

0.8 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28年度

25年度

38.9 

32.7 

51.3 

53.8 

5.4 

6.8 

3.0 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28年度

25年度

【小学校】 【中学校】

約９７% 約９０%

◆ 保護者や地域住民の学校支援ボランティア活動は、学校の教育水準の向上に効果があると思う学校は約９割にのぼる。

（平成2８年度全国学力・学習状況調査 学校質問紙調査）

とてもそう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答

地域への効果
◆実際に本部事業に参加してみて、地域住民が学校を支援するこ
とにより、地域の教育力が向上し、地域の活性化につながった

◆実際に本部事業に参加してみて、地域住民の生きがいづくりや
自己実現につながった。

19.5% 50.2% 27.4%

2.2%

0.2%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

約７０%

25.6% 48.5% 22.7%

2.6%

0.2%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

約７４%

（「平成27年度地域学校協働活動の実施状況アンケート調査」文部科学省・国立教育政策研究所。上記は学校を対象とする調査結果。）

地域学校協働活動による効果（地域） P.9

15

○ 東日本大震災時、避難所となった宮城県内の学校支援地域本部設置校（20校）では、地域の方から「避難所

は私たちに任せて、先生は子供たちのことを考えて」というような声があがり、自治組織が速やかに組織される

など、緊急時の分担と協働作業がスムーズに進んだ。

○ 一方、未設置校（20校）では、教員が子供の安否確認などに加えて避難所運営に追われたり、避難所内でも物

資配給などでトラブルが生じるなど、「混乱が見られた」学校が多かった。

学校支援地域本部等の震災時の様子

（東日本大震災後の宮城県内の小中学校長40名へのアンケート調査：文部科学省調べ）

◆ 東日本大震災時、避難所において自治組織が立ち上がる課程は順調だったか。（校長）(宮城県）

平成28年熊本地震時においても、学校支援地域本部設置校では、地域住民、学校教職員、児童生徒の結束力が

高まっていたため、避難所の運営がスムーズであったとの声を聞いている。

（熊本県教育委員会へのヒアリングより：文部科学省調べ）

◆ 平成２８年熊本地震時における避難所の運営

P.10

16



（３）地域学校協働本部について

◆「地域学校協働本部」とは、従来の学校支援地域本部等の地域と学校の連携

体制を基盤として、より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画し、

緩やかなネットワークを形成することにより、地域学校協働活動を推進する

体制。

◆ その整備にあたっては、従来の学校支援地域本部等を基盤とし、地域によ

る学校の「支援」から、地域と学校双方向の「連携・協働」を推進し、「個

別」の活動から「総合化・ネットワーク化」へと発展させていくことを前提

とした上で、

① コーディネート機能

② 多様な活動

③ 継続的な活動 の３要素を必須とすることが重要。

１．地域学校協働活動及び地域学校協働本部の概要

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.10～11
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今後の地域における学校との協働体制（地域学校協働本部）の在り方 ～目指すべきイメージﾞ～

地
域
学
校
協
働
本
部

地
域
学
校
協
働
本
部

（
１
）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能

（
２
）
多
様
な
活
動
（
よ
り
多
く
の
地
域
住
民
の
参
画
）

（
３
）
継
続
的
な
活
動

（
１
）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能

（
２
）
多
様
な
活
動
（
よ
り
多
く
の
地
域
住
民
の
参
画
）

（
３
）
継
続
的
な
活
動

社
会
教
育
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
、
地
域
の
人
々
や
団
体
に
よ
り「
緩
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」を

形
成
し
た
任
意
性
の
高
い
体
制
。
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
活
動
内
容
を
選
択
し
て
実
施
。

社
会
教
育
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
、
地
域
の
人
々
や
団
体
に
よ
り「
緩
や
か
な
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ッ
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ー
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成
し
た
任
意
性
の
高
い
体
制
。
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
活
動
内
容
を
選
択
し
て
実
施
。

学校支援活動

土曜日の
教育活動

放課後子供教室

家庭教育
支援活動

地域社会における
地域活動

学びによる
まちづくり

【これまでの課題】
・それぞれの活動ごとにコーディネートがなされ、必ずしも横の

連携が十分でない。
・コーディネート機能の大部分を特定の個人に依存し、結果とし

て、持続可能な体制がつくられていない場合も多い。

学校支援活動
・登下校の見守り
・花壇整備
・授業補助 等

放課後
子供教室

土曜日の
教育活動

家庭教育
支援活動

活
動
に
関
わ
る
地
域
住
民
（ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

学校支援地域本部
※ 地域の特色・方針により、
学校支援活動以外の活動の
調整を行う場合有り

支援

コ

コ

コ

コ

コ コーディネーター

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
充
実

・
個
別
の
活
動
の
総
合
化
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

・
「
支
援
」
か
ら
「
連
携
・
協
働
」
へ

学

校

参画

参画

参画

学

校

活
動
に
関
わ
る
地
域
住
民
（ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

参画

参画

連携・協働

連携・協働
参画

参画

参画

参画

参画

参画

今後現在
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（１）地域学校協働活動を推進する体制の整備

① 連携協力体制の整備

◆ 教育委員会は、地域学校協働活動が地域と学校との適切な連携の下に、円

滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校をつなぐ地域学校協働活

動推進員の配置、地域との連携・協働を担当する教職員の位置づけなど、地

域と学校との連携協力体制の整備を行うことが重要。

◆ 教育委員会は、担当部署と関係部署との役割分担を明確にするとともに、

災害、事件・事故、子供たちの健康、個人情報保護等に関する問題に対応す

るため、緊急連絡網の整備や危機管理マニュアル、Q&A等を作成するなど、
危機・安全管理対策を行うことが重要。

２．地域学校協働活動の推進に向けた基盤整備

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.13～15
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（１）地域学校協働活動を推進する体制の整備

②③ 市町村、都道府県における推進施策

◆ 市町村・都道府県の教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な

推進のため、行政関係者、学校関係者、PTA関係者、社会教育関係者等の幅広
い関係者により、事業計画の策定や実施方針、安全管理方策、協力者の人材

確保方策、事業の検証・評価等の検討を行うことが期待される。

◆ 教育委員会は、首長部局等と連携を図りながら、地域や学校の特色や実情

を踏まえつつ、例えば以下のような施策を推進していくことが考えられる。

○ 地域住民等と学校との連携協力体制の整備

○ 域内の地域学校協働活動推進員の配置の促進、研修機会の充実

○ 学校関係者、地域住民、保護者等への積極的な普及啓発、理解の促進

○ 教育委員会としての推進目標・計画の明示 等

２．地域学校協働活動の推進に向けた基盤整備

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.15～16

20



（１）地域学校協働活動を推進する体制の整備

④ 地域学校協働活動の計画的な推進

◆ 広域的な視点から地域学校協働活動の現状を把握し、課題を整理すること

や、これまでに取組が進んでいない地域に対する先進事例の提示や助言等の積極

的な働きかけを行うことや、活動に必要な経費の支援を行っていくことが重要。

⑤ 地域と学校における将来構想（ビジョン）の共有、目標設定及び計画の策定

◆ 地域学校協働活動の推進に当たっては、部局を越えた話し合いを通じて、ど

のような地域を創り、地域でどのように子供を育てていくのかという将来構想を

明確にした上で、目標を設定し、その達成に向けて取り組むべき施策についての

計画を策定、もしくは関連する計画を見直し、関係者で共有することが重要。

２．地域学校協働活動の推進に向けた基盤整備

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.16～17
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地域学校協働活動推進
員の処遇、権限、責任、
役割分担等の明確化

コーディネート機能
の強化（地域学校協
働活動推進員の委
嘱・配置、研修等）

総合教育会議等を通じた首長部局との連携

将来構想の共有・
目標の設定

担当部署・責
任者・担当者
の明確化

関係部署との
役割分担の
明確化

（PDCAサイクル構築検討・指標
策定）

推進計画の策定

（既存の計画等
の見直し）

危機・安全管理
体制の構築

社会教育体制の整備

（事業の実施要綱、ハ
ンドブック、マニュア
ル、Q&A等の作成）

域内の学校、団体、地域学校協働活動推進員等との継続的な連絡体制の構築

地域振興・まちづくり、
社会福祉、医療、防災等

都道府県・市町村教育委員会

地
域
学
校
協
働
本
部
の
立
ち
上
げ
へ

地域学校協働活動の推進に向けた教育委員会における基盤整備のプロセス（案）

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.14

22



（２）学校・地域住民に対する情報提供・理解の促進

◆ 教育委員会は、幅広い地域住民等の参加を得て、地域学校協働活動が円滑か

つ効果的に行われるよう、地域学校協働活動の基本的な情報の提供、学校、PTA
団体、自治会等のネットワークを活用した周知、ハンドブックや参考事例集を

活用した地域住民や学校関係者等への普及啓発、理解の促進を行っていくこと

が重要。

２．地域学校協働活動の推進に向けた基盤整備

◆コーディネーター用・学校用
・学校支援ボランティアとは
・学校支援ボランティアの効果

＜学校編～地域の教育力を学校に～＞
・学校支援ボランティアを導入しましょう
・取組をスタートさせましょう
・学校の受入れ体制を整えましょう
・ボランティアを迎え入れるにあたって

＜コーディネーター編～地域と学校を結ぶ～＞
・コーディネーターとは
・一般的なコーディネートの流れ
・ボランティアの探し方
・コーディネーターの心得

＜ボランティア編～あなたの力を学校に～＞
・あなたにもできる！学校支援ボランティア
・活動を始めるにあたって
・活動の約束ごと
・よりよい学校支援ボランティアのために
・学校支援ボランティアの活動内容
・学校支援ボランティアの活動例

【ハンドブック事例：鳥取県教育委員会 学校支援ボランティア活動実践ハンドブック】

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.18～20
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地域学校協働活動に関する参考事例集

『地域と学校の連携・協働の推進に向けた参考事例集』

学びによるまちづくり、地域人材の育成、地域課題解決型学習、放課後子供教
室、学習支援等の様々な地域学校協働活動や、コミュニティ・スクールの推進
など、20事例について、活動の立ち上げ当時から現在の取組状況、今後の展望
までのプロセスについて具体的に記載しています。

＊目次
Ⅰ 地域学校協働本部とコミュニティ・スクールの一体的・効果的運営事例（３事例）
Ⅱ 地域学校協働活動に関する参考事例（１３事例）
Ⅲ コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）に関する参考事例（４事例）

『平成28年度地域学校協働活動事例集』

全国で取り組まれている地域学校協働活動のうち、その内容が特に優れ、
ほかの模範と認められる取組として、平成28年度に文部科学大臣から表彰
を受けた135の活動を紹介しています。
文部科学省のウェブサイト「学校と地域でつくる学びの未来」

(http://manabi-mirai.mext.go.jp)にも過去の表彰事例とともに掲載しています。

連携・協働 検 索
参考URL
http://manabi-mirai.mext.go.jp/exam/2016.htm

学び未来 表彰 検 索
参考URL
http://manabi-mirai.mext.go.jp/

exam/commendation/2016.html

24
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（１）地域学校協働本部の立ち上げ

◆ 地域学校協働本部の担い手は、地域学校協働活動推進員を中心として、例

えば、PTA、自治会等の関係者、地域ボランティア等として活動に関わる地域
の方々等が想定される。既に学校支援地域本部等の地域と学校の連携・協働の

基盤がある場合は、既存の体制を活用して地域学校協働本部とすることも有

効。

◆ 地域学校協働本部の整備には、地域と学校をつなぐ地域学校協働活動推進

員や地域学校協働活動の担い手となる地域ボランティアを確保するとともに、

立ち上げの際には、本部の整備に向けて地域側、学校側の課題等を双方で認識

することが重要。

◆ 地域学校協働本部の実施・運営に当たっては、運営方針、活動内容、イベ

ント等の検討や、関係者の情報共有などを行う会議の場を設けることも有効。

３．地域学校協働本部の整備

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.22～23
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○ 既に学校支援地域本部等の活動の基盤がある場合は、それを「地域学校協

働本部」として活動を発展・充実していくことが可能です。また、地域学校協

働活動を推進する上で必要と考えられる地域の団体・機関等の関係者を新たに

メンバーとして組み込んでいくことが有効です。なお、それぞれの地域におい

て独自の名称（○○ネットワーク、△△会など）が定着している場合には、そ

の名称を使用し、実質的に「地域学校協働本部」として活動することも可能で

す。

３．地域学校協働本部の整備

（１）地域学校協働本部の立ち上げ

① 地域学校協働本部立ち上げの支援

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.22

（例） □□学校支援地域本部 ⇒ □□地域学校協働本部

○○ネットワーク ⇒ ○○ネットワーク（地域学校協働本部）

△△会 ⇒ △△会（地域学校協働本部） 26



・「食育」を通してPTCAを中心とする学校と地域との協働で学校行事
が地域とのふれあいをより大切にしたものとなり、地域活性にも
つながっている。

・平成21年には学校の玄関を綺麗にしようと、地域住民、保護者の協力
で花壇に種をまくことから始まった「花育」の活動は、2016年から
蛍の里づくり事業として、地域全体に「花育の輪」が広がっている。

地域学校協働活動の取組事例（地域学校協働本部）

高齢者を招いて学校での感謝会

地域の伝承 河童

学校を核とした地域コミュニティの再構築 －学校支援から地域支援へ―

（高知県南国市立稲生小学校・地域学校協働本部）

・小学校を核として地域教育力の再構築を行うことを目的に開始。
・平成17年からPTA組織からPTCA組織づくりを開始
（通常のPTAに、C:地域を意味するコミュニティを追加）

・平成28年から「学校支援地域本部」を「地域学校協働本部」

とし、学校支援から地域支援に向けた取組を推進。

取組の目的・経緯

取組の成果

・食育の推進（ストーリーのある活動：「苗の植え付けから収穫、

そして食する」全ての段階で地域と協働）

・花育の推進（花を教材に生命や個性について子供に考えてもらう

地域協力型の学校支援活動を展開）

・地域文化の継承（河童伝説）

・学校・地域の合同防災訓練の実施（授業参観日に実施）

・高知大学地域協働学部と連携し、大学生も活動に参画

取組の概要・工夫

玉ねぎ販売
玉ねぎ苗植え
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・生徒の自己有用感が高まると同時に、地域からは元気をもらったとの喜びの声が届いている。
・支援を受けたり、地域へボランティアに出かけたりした中学生が大学生になり、学生ボランティアとして中学生を
支援するなど、地域と学校をつなぐ活動をさらに広げている。

・教育課題である「不登校生徒の増加」を食い止めることにつながった。
・教職員の多忙化解消の一助となり、職員からも精力的な授業改善や子供と関わる時間が増加したなどの好評価を得ている。
・学習ボランティアに参加する大学生のほとんどが教員志望であり、退職教員とともに学校での学習支援を行うことで、
教育実習的な役割も果たしている。

地域学校協働活動の取組事例（地域学校協働本部）

学校に笑顔を！家庭に安心を！地域に活力を！三者をつなぐ「豆ボラ神守」
（愛知県津島市神守中学校地域学校協働本部）

・学校を地域に開き、保護者以外の地域住民の協力を得るため、平成22年10月
に学校支援地域本部（豆ボラ神守）として発足。

・平成28年7月から「学校支援地域本部」を「地域学校協働本部」とし、
学校・家庭・地域が一体となって、地域ぐるみで子供を育てる体制を
目指している。

取組の目的・経緯

取組の成果

・寺子屋（月テラ・ドテラ）：月曜の放課後、土曜の午前に実施する学習支援
（学校側のニーズにより、希望する生徒を中心に、年間各15～20回ほど実施）

・生活安全支援：津島少年補導委員と連携し、校内巡回活動を実施。
→ 校内で補導委員と生徒が顔見知りになり、校外でもコミュニケーション

が取れることから、非行の防止になっている。

・豆ボラ神守実行委員会：本部長やコーディネーターを中心に学校側のニーズ
の確認、情報の共有、運営上・生徒指導上の課題の
話合いの場として、隔月で実施。

取組の概要・工夫
学習支援「ドテラ」

津島少年補導委員
と校内で談笑する

中学生

28



地域学校協働本部立ち上げのプロセス（例）

学校内での受け入れ体制の構築・教職員への研修等

地域

学校

地 域 へ の 説
明・理解の促
進

地域ボラン
ティアの募
集・確保学 校 へ の 説

明・理解の促
進

地域学校協
働本部立ち
上げ会開催

地域連携担当の
教職員の配置等

地域学校協働
本部の整備に
向けた単位・
配置地域等の
検討

地域学校協働
活動推進員の
確保 地

域
学
校
協
働
本
部
と
し
て
の
活
動
開
始

地域住民への理解の促進・意識啓発等

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.23
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（２）活動場所の確保

◆ 継続的・効果的な活動を行うため、教育委員会は、地域学校協働活動推

進員等の打合せや作業スペースを可能な限り確保するとともに、教室や体育

館、図書室等の適切な活動場所を確保し、学校施設の管理責任について規則

やルール等を定めるなど、学校や関係者が安心して活動できるような工夫を

図ることが重要。

（３）安全・安心な活動の推進

◆ それぞれの地域学校協働本部において、教育委員会の方針に基づき、災

害、事件・事故、子供たちの健康、個人情報保護等に関する予防を含む危

機・安全管理対策を適切に実施することが重要。

３．地域学校協働本部の整備

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.23～24

30



○ 教育委員会において、①子供たちの健康に関する危機管理、②災害対策、

③施設周辺における事件・事故に関わる危機管理、④不審者侵入対策等を講ず

るよう、本部の関係者に促すことが必要。

○ 地域学校協働活動中の事故への備えとして、例えば地域学校協働活動推進

員や地域ボランティア等にボランティア保険等への加入を促すことも考えられ

ます。

② 危機管理、安全対策の重要性の周知と研修

○ 教育委員会において定めた個人情報の管理に関するルール等に基づき、地

域学校協働本部は、個人情報の取扱いについて十分に配慮し、ルールや覚書等

を策定しておくことが重要。

３．地域学校協働本部の整備

（３）安全・安心な活動の推進

① 地域学校協働本部における安全・安心な活動に向けての準備

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.24～25
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○ 教育委員会においては、安全・安心な地域学校協働活動の実施に向けて、

地域学校協働活動推進員や地域ボランティア等を対象とした研修を実施するこ

とが重要。

③ 子供たちへのきめ細かな対応

○ 個別の子供へのきめ細かな対応が求められ、活動に参加する子供たちの健

康状態を把握することが大切。

○ 地域学校協働活動中に子供たちの様子や学校の周辺状況で気になることが

あった場合には、学校側にもそうした懸念を伝えることにより、子供たちを多

角的に見守ることにつながる。

３．地域学校協働本部の整備

（３）安全・安心な活動の推進

② 危機管理、安全対策の重要性の周知と研修

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.25
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（４）学校運営協議会との効果的な連携

◆ 地域学校協働本部と学校運営協議会（地域住民や保護者等の意見を学校運

営に反映させる仕組み）の双方が機能し、地域住民等の意見を学校運営に反映

させながら、子供たちの成長を支える活動の活性化につながるなど、両輪とし

て相乗効果を発揮していくことが期待される。

◆ 教育委員会においては、それぞれの地域や学校の特色・実情を踏まえつ

つ、それぞれの整備を促進するとともに、双方が整備されている場合には、地

域学校協働本部の中核となる地域学校協働活動推進員が、学校運営協議会の委

員として学校運営に必要な支援に関する協議に参加するなど、双方の情報共有

を図り、連携を強化していくことが重要。

３．地域学校協働本部の整備

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.26～27
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地域学校協働活動に係る連携協力体制等

教育委員会が地域と学校の協働活動（「地域学校協働活動」）を推進す
る場合に、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、普及啓発活動、
その他の必要な措置を講ずることを規定
※ 現在の学校支援地域本部等をベースに学校と地域が組織的に連携・
協働する連携協力体制を構築

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

教職員の任用
（学校運営協議会の
意見を尊重）

学校運営協議会
校長

説明

説明

承認

意見

協議の結果に係る情報提供の努力義務 情報提供を踏まえた支援活動

学校運営への必要な支援
に関する協議

委員：保護者代表、地域住民の代表
地域学校協働活動推進員（※） など

都道府県
教育委員会

学校運営に関する
意見

協議会の設置
委員の任命

協議会の適正な
運営を確保する

措置

市区町村
教育委員会

活動に関わる地域住民、保護者等

教職員の任用に関する
意見

学校運営協議会と地域学校協働活動の関係

放課後の学習活動
（放課後子供教室）

（社教法第５条第13号）

学校支援活動
（学習・部活動等支援、環境整備等）

（社教法第5条第15号）

社会奉仕体験活動
自然体験活動

（社教法第５条第14号）

地域学校協働活動推進員（※）

助言等の援助地域住民等と学校との間の情報共有

地域学校協働活動を推進するためのコーディ
ネーター（教育委員会の施策に協力して、地域
住民等と学校との間の情報共有、地域住民等に
対する助言等を実施）
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（１）地域学校協働活動推進員の確保・質の向上

◆ 地域学校協働活動の推進には、地域住民等や学校関係者との連絡調整、地域

ボランティアの確保、活動の企画・調整等を担う地域学校協働活動推進員の役

割が非常に重要。このため、教育委員会は、推進員に求められる資質・能力を

明確にし、適切な人材を確保することが重要。

◆ 教育委員会は地域学校協働活動推進員の委嘱を文書で行うとともに、その

責任や役割、活動に当たっての注意事項、ルール等を事務連絡やガイドブック

等で示すことなどにより、推進員が自らの責任や役割を認識できるようにする

ことが重要。

◆ 地域学校協働活動推進員の確保・質の向上のため、教育委員会は推進員の

発掘・育成・機能強化を計画的に進め、対象者の経験・役割に応じた研修等を

実施することが重要。

４．コーディネート機能の強化

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.28～32
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○ 既に地域コーディネーターや統括コーディネーターが活動されている場合は、
社会教育法改正の趣旨を踏まえ、円滑かつ効果的に地域学校協働活動が推進される
よう、できるだけ速やかに地域学校協働活動推進員制度の活用について検討してい
ただくことが望まれます。

○ 地域学校協働活動推進員に望まれる資質・能力としては、主に以下のようなも
のが考えられますが、教育委員会は、地域や学校の特色や実情に応じて、推進員に
求められる資質・能力を明確にして、適切な人材を確保していくことが重要です。

・ 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する
・ 地域学校協働活動への深い関心と理解がある
・ 地域の住民、団体、機関等の関係者を良く理解している
・ 学校の実情や教育方針への理解がある
・ 地域住民や学校、行政関係者等と協力して活動を円滑に進めることができる

コミュニケーション能力があり、関係者を説得し、人を動かす力がある
・ 地域課題についての問題提起、整理、解決先の構築等を仲間と共に進めるこ

とができるファシリテート能力にたけている 等

４．コーディネート機能の強化

（１）地域学校協働活動推進員の確保・質の向上

① 地域学校協働活動推進員の役割、望まれる資質・能力

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.28～29

36



○ 教育委員会は、①のように、地域学校協働活動推進員に期待する役割や求められ

る資質・能力を明確にした上で、対象となる学校の校長等に推薦してもらうことな

どにより、地域の適切な人材を探していくことが重要です。推進員の候補となる人

材としては、例えば、以下のような方々が考えられます。

・ これまでのコーディネーターやその経験者

・ 地域と学校の連携・協働に関わる活動に地域ボランティアとして活動している人

・ PTA関係者、PTA活動の経験者
・ 退職した校長や教職員

・ 自治会、青年会等の地域関係団体の関係者

・ 地域や学校の特色や実情を理解する企業、NPO、団体等の関係者 等

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.30

４．コーディネート機能の強化

（１）地域学校協働活動推進員の確保・質の向上

② 地域学校協働活動推進員の候補、発掘
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○ 地域学校協働活動を効果的かつ円滑に行うには、教育委員会、学校、地域学校協
働活動推進員等の関係者の役割分担や責任等について明確にし、関係者間の共通理解
を図りながら進めていく必要があります。そのためには、教育委員会が推進員の委嘱
を文書で行い、その処遇や役割等を明確に示し、推進員が自らの責任や役割について
認識できるようにすることが重要です。

○ また、教育委員会は、地域学校協働活動推進員の責任や役割、活動に当たっての
注意事項、ルール等を地域学校協働活動の対象となる学校に対する事務連絡やガイド
ブック等で示すなどの対応も考えられます。

○ なお、教育委員会が委嘱を行う際には、守秘義務の順守及び子供たちの安全・健
康面や学校の教職員の負担への配慮等について示し、順守すべき事項に反するなどの
不適切な行為を行った地域学校協働活動推進員には、委嘱の解除を含めて適切に対応
するなど、推進員の業務の状況について、教育委員会が把握し対応できるようにする
ことが重要です。

４．コーディネート機能の強化

（１）地域学校協働活動推進員の確保・質の向上

③ 地域学校協働活動推進員の処遇等

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.30
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（２）統括的なコーディネート機能の強化

◆ 広域的な地域学校協働活動の推進には、複数の地域学校協働活動推進員間

を調整する統括的なコーディネート機能の強化が重要であり、教育委員会は、

必要に応じて、このような役割を担う統括的な地域学校協働活動推進員も活用

しつつ、域内における地域学校協働活動を広域的に推進していくことが重要。

（３）地域学校協働活動推進員の連携の促進

◆ 教育委員会は、地域学校協働活動に係る情報や課題を共有し、先進事例の

情報発信・収集を行うため、地域学校協働活動推進員のネットワークの構築や

地域の企業やNPO等の団体・機関等との交流などを通じて、推進員と地域学校
協働活動に関わる多様な関係者の連携を促進することが重要。

４．コーディネート機能の強化

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.32～36
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（１）地域学校協働活動の基本的な考え方

教育委員会は、

① 地域による学校の「支援」から地域と学校のパートナーシップに基づく

「連携・協働」へ

②「個別」の活動から「総合化・ネットワーク化」し、活動間の有機的な連携

を推進

③ 持続可能な地域づくりに向けた地域学校協働活動の継続的・安定的な実施

④ 厳しい状況にある子供たちへの配慮や多様性を認め合い尊重する視点

といった基本的な考え方に基づき、地域や学校の実情や特色、活動の発展段

階に応じて、どのような活動を推進するのかを検討し、活動の機会を提供する

ことが重要。

５．多様な活動の推進

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.38～40
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（２）多様な活動の推進例

地域学校協働活動としては、様々な活動が想定されるが、教育委員会は、例え

ば、

① 学びによるまちづくり、地域課題解決型学習 ⇒ P.40～41
② 地域人材育成、郷土学習 ⇒ P.41～42
③ 地域の行事、イベント、お祭り、ボランティア活動等への参画 ⇒P.42～43
④ 放課後等における学習・体験活動 ⇒ P.44～45
⑤ 多様な教育的ニーズのある子供たちへの学習支援 ⇒ P.45～46
⑥ 外部人材等を活用した土曜日等における教育支援活動 ⇒ P.46～47
⑦ 家庭教育支援活動 ⇒ P.47～48
⑧ 学校に対する多様な協力活動 ⇒ P.48～49
といった活動の他、他の地域の取組等も参考にしつつ、それぞれの地域にあった

特色・魅力ある活動を推進していくことが重要。

５．多様な活動の推進

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン
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P.48～49

（第３章 第４節関係）地域学校協働活動に関する参考事例集

地域と学校の連携・協働の推進に向けた
民間企業・団体等による教育活動参考事例集 事例集の内容

ものづくり、職業教育（社会）モノづくりに込められた熱い思いと優れた技術から学ぼう

安全・防災、職業教育
（社会・地理）

地図の見方・使い方-測量・地図・地理を学ぼう-

論理的思考（算数） 算数学習サポート・プログラム「算数トライアスロン」

理科・実験、環境教育（理科）～集まれ！未来の科学者たち～ふしぎ探検隊

環境教育（理科） わたしたちのくらし エネルギーと環境

建築・設計（図画工作・美術）小学校の6年間 背の高さの柱に自分をうつす

デザイン・表現
（図画工作・美術）

デザインを通して、創造することへの興味・関心を高める教室

スポーツ（体育） スポーツボランティア体験教室

金融・経済、職業教育 チャレンジ！お菓子の株式会社

国際理解、社会課題解決 「見て・聞いて・さわって」世界を体験！

プログラミング的思考 ～錯覚の法則から学ぶ～「見る」を科学する

環境教育、職業教育 「南極クラス」

福祉、職業教育 介護の魅力を発信～これからの未来をつくるkaigoを知ろう～

安全・防災 段ボールジオラマ防災授業

伝統・文化 「考える力」を身につけよう「日本の伝統・文化」将棋を学ぶ

食育 おさかな学習会

生活習慣 キレイのタネまき教室 「おそうじについて学ぼう！」

教科に関連したプログラム

教科横断型のキャリア教育プログラム

土曜学習応援団 検 索

参考URL

http://doyo2.mext.go.jp/
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（３）幼稚園、高等学校、特別支援学校等の特性を踏まえた取組の推進

それぞれの学校種の特色を活かしつつ、幼児・児童・生徒の発達段階に応じ

て、地域と学校の連携・協働を推進していくことが重要。

５．多様な活動の推進

○ 幼稚園等において、地域住民等とも協力しながら、幼児が積極的に活動できるような
環境をつくることはとても意義のあることです。幼稚園等を対象とした地域学校協働活動
の推進は、例えば、地域との協働による園庭の環境整備、体験活動の充実、親子参加型プ
ログラムの実施、小学校と連携した取組などが考えられます。

○ 高等学校を対象として地域学校協働活動を実施する場合は、キャリア教育を推進する
観点からも、特に、学びによるまちづくり、地域課題解決型学習、地域人材育成、ボラン
ティア活動といった社会参画型の活動を充実していくことが重要です。

○ 特別支援学校や特別支援学級に通う子供たちを対象として地域学校協働活動を推進す
る場合においても、次期学習指導要領の改訂において重要とされている「生きて働く知
識・技能」、「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等」、「学びを人生や
社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性等」を育成する観点からも、特に、地域で
の体験的な学習、職場体験学習、ボランティア活動といった社会参画型の活動を充実し、
子供たちに社会と接点を持つ意味などを具体的に学ばせていくことが重要です。

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.49～51
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（１）持続可能な地域学校協働活動に向けて

◆ 地域学校協働活動は、地域の教育力の充実や地域活性化・地域づくりにも

つながることが期待され、教育委員会は計画（Plan）－実施（Do）－評価
（Check）－改善（Action）というPDCAサイクルを構築し、長期的な視点に
立った財源確保などにより持続可能な地域学校協働活動の実施を推進すること

が重要。

（２）継続的な地域住民の参画の推進

◆ 教育委員会は幅広い地域住民等が地域学校協働活動を理解し、活動に積極

的に参画いただけるよう、年代層に応じた情報提供・啓発、地域に根差した団

体や組織への働きかけ、保護者やPTAとの連携、大学生、卒業生や退職教職員
等の参画を推進することが重要。

６．多様な活動の推進

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.52～56
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【PDCAサイクルの事例】ある市が実施する地域学校協働本部が予算を決める事業の流れ

○各学校園の運営委員会で取り組む事業について、学校と地域

が協議・立案し、決定のうえ事業計画書を作成。地域教育協議

会に事業計画書を提出

PLAN
（事業計画）

DO
（事業実施）

各学校園
（地域住民とともに運営委員会を構成）

地域教育協議会
【地域学校協働本部に該当】

○教育委員会で事業計画書及び予算書の審査

○推進懇話会（外部有識者会議）にプレゼンテーション等を行

い、助言を聴き教育委員会が協議・決定

○教育委員会は予算配当を決定し、地域教育協議会に通知し、

事業を委託

○前年度の課題を踏まえ、地域の現状分析や育てたい子供像に

ついて協議

○地域で取り組む事業を立案し、前年の予算額の上限額を基礎

として、事業計画書を作成

○各学校園と地域の事業を協議・決定し、教育委員会に事業計

画書を提出

○前年度の課題を踏まえ、各学校園の現状分析や育てたい子供

像について学校と地域が協議

○地域の理解・支援の下、事業を実施
○学校と連携・協働のもと事業を実施

○推進懇話会で各学校園と地域の取組状況を調査・助言

CHECK
（事業評価）

○評価項目を設定し、自己評価の実施

○事業報告書を作成し、地域教育協議会に提出
○各学校園及び地域の事業報告を受け協議・評価

○教育委員会に事業報告書を提出

ACTION
（改善方策）

○推進懇話会で当該年度の事業について助言

○教育委員会が次年度の方策を決定

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.53
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（３）社会教育の成果の活用

◆ 地域住民の学びを推進し、その成果の還元として、地域と学校の連携・

協働を通じた地域住民の社会参画を促進することは、持続可能な地域社会の

構築にもつながる。

◆ 教育委員会においては、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設等を

はじめとする地域における社会教育体制の基盤を整備し、地域における社会

教育の充実を図り、その学習成果を活用して地域学校協働活動に参画する仕

組みを構築することにより、学びと社会参画の好循環を促進していくことが

期待される。

６．多様な活動の推進

地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン P.56～57
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地域学校協働本部、地域学校協働活動推進員に関する連絡先

◆ 社会教育法の改正、ガイドライン、本部の立ち上げ、推進員の委嘱について

地域学校協働推進室地域学校協働活動企画係
TEL：03-5253-4111（内線：3284） MAIL：manabi@mext.go.jp

◆ 補助金（活動経費、推進員の謝金等）について

地域学校協働推進室地域学校協働活動推進係
TEL：03-5253-4111（内線：3260） MAIL：sokushin@mext.go.jp

ご不明な点があれば、以下の連絡先にお問合せください。

地域学校協働活動推進員の委嘱や、地域学校協働本部の
整備を実施される場合には、遠慮なくご相談、ご一報
いただければ幸いです！
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